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・ 平成27年度個別労働紛争解決制度の

施行状況

・ 介護休業給付金の変更

「ビタミンM」メール配信サービスを始めました！「kcr@nkgr.co.jp」に＜事業所名・お名前・メール配信希望＞をご記入の上、メールをお送りください。毎月、労務に関する
最新情報をお届けいたします。

ビタミンＭの“Ｍ”とは、“Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ”を指し、“お客様の経営に効く”
“お客様に活力を与える”存在でありたいとの願いが込められています

お知らせ

平成27年度個別労働紛争解決制度の施行状況が公表されました

介護休業給付金の変更

ビタミンMの内容に関しては、分かりやすく簡潔に表現することを心掛けておりますので、情報のすべてを正確に表すことができない場合があります。このような場合において、内容
が不正確であったこと及び誤植があったことによる生じたいかなる損害に対しても、当事務所は一切の責任を負いません。
また、ビタミンMの内容は、作成日現在において有効な情報です。制度や法律は変更されますので、ご利用日時点での内容を官公庁等にご確認ください。

はい、 支給額はこれまで、休業開始時の

賃金の40％でしたが、平成28年8月1日以
降に開始する介護休業からは、67％の支
給となります。

例えば、休業開始時の賃金日額が1万円

だった方が3ヶ月介護休業

した場合、これまでは最大

36万円支給されていたもの

が最大60万3000円まで増え

ます。

介護休業給付金の算定基準となる賃金日

額の上限額は、雇用保険の賃金日額の上
限額が適用されます。一定の年齢ごとに区
分された上限額のうち、「45歳から59歳まで
の賃金日額の上限額（現在15,620円）」が適
用されます。

（各年齢区分の賃金日額の

上限額は平成28年8月1日

以降変更される予定です。）

支払われた賃金の額が「休業開始時の賃

金日額に支給日数をかけた額」に対し、

13％（平成28年7月31日までに介護休業を
開始した方は40％）を超えるときは支給額
が減額され、80％以上のときは給付

金は支給されませんので、ご注意

ください。
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賃金日額の上限額も同じく8月1日に
変更になるそうですね？

介護休業給付金の計算方法が今年

の８月１日から変更になると聞きました
が？

厚生労働省は平成28年6月8日付で、「平成27年度個別労働紛争解決制度の施行状況」を公表しました。

「個別労働紛争解決制度」は、個々の労働者と事業主との間の労働条件や職場環境などをめぐるトラブルの未然防止や

早期解決を支援するもので、①総合労働相談、②労働局長による「助言・指導」、③紛争調整委員会による「あっせん」の

３つの方法があります。総合労働相談件数は、8年連続で100万件を超え、高止まりしています。

・総合労働相談件数 １,034,936 件 （前年度比0.2％増）

→うち民事上の個別労働紛争相談件数 245,125 件 （前年度比2.6％増）

また、民事上の個別労働紛争の相談内容では「いじめ・嫌がらせ」が66,566件と4年連続で最多となり、パワハラをはじ

めとした職場のハラスメント問題が年々増加していることがいえます。

家族手当

給付金の支給対象期間中に賃金を受け

ていた場合は、減額されるのでしょうか？

民事上の個別労働紛争に係る相談件数内訳（上段数字が件数、下段が前年比）


